
昭
和
三
十
五
年
五
月
十
七
日
受
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（
質
問
の 

六
） 

答

弁

第

六

号 

   

衆
議
院
議
員
加
藤
鐐
造
君
提
出
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
中
央
自
動
車
道
の
路
線
法
定
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
四
第
六
号 

昭
和
三
十
五
年
五
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
加
藤
鐐
造
君
提
出
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
中
央
自
動
車
道
の
路
線
法
定
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
中
央
自
動
車
道
の
予
定
路
線
を
定
め
る
法
律
案
は
、
去
る
五
月
十
三
日
国
会
に
提

出
済
み
で
あ
る
。 

二 

東
海
道
幹
線
自
動
車
国
道
建
設
法
案
に
お
い
て
は
、
路
線
指
定
等
の
手
続
に
つ
い
て
高
速
自
動
車
国
道
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号)
と
若
干
異
な
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
同
法
の
規
定
に

準
拠
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

三 

昭
和
三
十
四
年
度
に
実
施
し
た
中
央
自
動
車
道
関
係
地
域
の
経
済
開
発
調
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
を
日

本
経
済
研
究
所
に
委
託
し
た
が
、
過
般
そ
の
報
告
書
の
提
出
を
う
け
た
の
で
、
建
設
省
に
お
い
て
行
な
つ
た
経

済
開
発
に
関
す
る
調
査
と
と
も
に
取
り
ま
と
め
の
上
、
中
間
報
告
と
し
て
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




